
特集働き方改革の推進

1.　はじめに

建設産業は極端に女性の進出が遅れている分野
という認識のもと，平成 26（2014）年に国土交
通省および建設業 5団体（日本建設業連合会（以
下，「日建連」という），全国建設業協会，全国中
小建設業協会，建設産業専門団体連合会，全国建
設産業団体連合会）が「もっと女性が活躍できる
建設業行動計画（5カ年計画）」を策定し，国を
挙げて建設産業における女性活躍推進を進めてき
た。
その結果，女性技術者は 1.1 万人（平成 26 年）
から 1.8 万人（平成 29 年）に，同様に女性技能
者は 8.6 万人から 9.5 万人と増加傾向にあり，一
定の成果を上げているが，当初計画の 5年で倍増
（目標として，平成 31 年に女性技術者は 2万人，
女性技能者は 18 万人，合計 20 万人を目指す）に
は遠く及ばず，全産業と比べ建設技術者・技能者
の女性割合は極端に低いままである。
今年度は，現行計画の各種取り組みの効果分析
などを実施し，令和 2（2020）年度から始まる新
行動計画策定に向けた具体的な活動に動き出した
ところである。
一方，建設業の働き方改革は，担い手確保の観
点から平成 30（2018）年に「建設業働き方改革

加速化プログラム」を発表し，長時間労働の是
正，技能と経験にふさわしい処遇（給与）と社会
保険加入の徹底，生産性向上を 3本の柱に進めら
れている。
ここでは，ゼネコンで勤続三十数年のうち約 10
年の現場経験を持ち，（一社）土木技術者女性の
会 1）の人材育成担当の運営委員，建設産業女性活
躍推進ネットワークの幹事長，坑内労働検討合同
ワーキング※のリーダー，日本コンクリート工学
会のコンクリート分野における女性活躍推進普及
委員会 2）の委員長を務める筆者が，女性が働きや
すい現場（職場）は誰にとっても働きやすいとい
う考え方で実施してきたさまざまな活動経験をも
とに，工事現場の働き方改革について女性活躍推
進の切り口で私見を述べる。
※‌�　土木学会，日建連，日本トンネル専門工事業協会の
3団体合同のワーキングで，女性技能者の坑内労働規
制の緩和について検討。

（一社）土木技術者女性の会（以下，「会」とい
う）は，いわゆるドボジョのロールモデル集団で
ある。ドボジョは土木系の仕事や学問に携わる女
性の総称で，建設業，建設コンサルタント，教
育・研究機関，学協会，官公庁，公益民間などで

2.　土木技術者女性の会の概要
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女性活躍推進の切り口で
現場の働き方改革を考える
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活躍する女性技術者・研究者・経営者に加え，土
木工学を学ぶ女子学生などが含まれる。令和元
（2019）年 5 月現在で，正会員 331 名，学生会員
25 名，サポーター（個人）180 名，サポーター（団
体）20 団体である。
任意団体で発足した昭和 58（1983）年当時か
ら下記のとおり会の目的を明確に掲げて活動を展
開し，平成 25（2013）年には一般社団法人化，
平成 26（2014）年には内閣府「平成 26 年度女性
のチャレンジ賞」受賞で，知名度と活動の幅を
徐々に広げてきた。

（一社）土木技術者女性の会の目的

①‌�土木界で働く女性技術者同士のはげましあ
い

②土木界で働く女性技術者の知識向上
③‌�女性にとって魅力のある，働きやすい土木
界の環境作り

④女性土木技術者の社会的評価の向上
⑤土木技術者を目指す女性へのアドバイス

建設業に従事する会員比率は約 50% 程度であ
る。会では，ドボジョ自身の意識改革やドボジョ
が土木工事現場に進出しやすい風土の醸成を目指
して積極的に活動を行ってきた。
 主な実績は次のとおりである。
・業界諸団体および行政諸機関等との意見交換や
現場見学会・勉強会等を通して，土木工事現場
の現場環境整備に関する事例紹介や助言などを
実施した。
・会誌「輪」および職業選択支援冊子「Civil 
Engineer への扉」を発行し，会員ドボジョの
ロールモデルを紹介した。
・平成 15（2003）年から坑内労働規制緩和WG
を設置して，女性技術者がトンネル工事の現場
監督業務に従事できるように働きかけ，平成
19（2007）年の労働基準法改正につなげた。

3.　多様な働き方の見える化

会では，女性技術者自らが積極的に活動を展開
することにより，発足以来三十数年間にわたり地
道に「多様な働き方の見える化」を推進しており，
土木工事現場で働く女性技術者の多様な働き方を
提示してきた。「Civil Engineer への扉 2017 年
版」3）では，公益民間（発注者）および建設会社（元
請）の女性技術者の働き方と，結婚，妊娠，出
産，育児などのライフイベントと仕事とのバラン
スのとり方などが紹介されている。
また，公開資料ではないが，現場の監理技術者
を任されているときに妊娠し，本人の強い希望と
会社の理解により，現場パトロール等の支援や
WEBカメラ増設・テレワーク等 ICT技術を駆使し
て無事に竣工を迎えて産休に入った事例や，現場
で産休・育休を取得し，復帰して施工管理と子育
てを両立している事例などが多数報告されている。
女性技能者については，日建連の技術者
STORY 4）や建設産業女性活躍推進ネットワーク
WEB 5）で見える化が図られている。
日建連の技術者 STORY では，専門工事業の
協力会社（下請）に従事する女性技能者の働き方
が紹介されている。職種は，鉄筋工，内装仕上げ
工，配管工，左官，重機オペレータ（バックホ
ウ，大型クレーン，軌陸車），スリーブ工，ダン
プ運転手である。子育てとの両立，女性専用施設
の充実による女性技能者の増加の事例等が紹介さ
れている。
日本コンクリート工学会のコンクリート分野に
おける女性活躍推進普及委員会報告書 2）では，未
経験の女性がコンクリート圧送会社を起業し，コ
ンクリート圧送工として母娘二代で育児と仕事を
両立している事例が紹介されている。
国土交通省は，建設産業に従事する女性の活躍
推進を進めるための実態調査の実施，地域におけ
る女性活躍ネットワークに対する支援，女性活躍
推進に取り組む企業における事例紹介などを行っ
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てきたが，平成 30（2018）年度は，企業経営者
や人事担当者向けの相談窓口の設置，女性活躍セ
ミナーの開催，これらに関する情報発信を強化し
た。さらに，地域ごと・職種ごとなどに組成され
る建設業で働く女性グループが行う取り組み内容
を網羅的に集約し，建設産業における女性活躍推
進のネットワークをさらに拡大・加速させ，さら
なる女性の入職・定着の促進を図るために前述の
「建設産業女性活躍推進ネットワーク」が平成 30
（2018）年 12 月に始動した 5）。令和元（2019）年
5 月現在で 29 団体が登録，登録団体の構成人数
の合計は約 2,500 名，女性技術者および女性技能
者で構成される。
女性活躍推進の取り組みは地域格差が大きく，

地方ではロールモデルが見えにくい。日本全国で
孤軍奮闘している女性技術者および女性技能者を
ネットワークでつないで女性活躍推進の風土醸成
を支援するとともに，各地域の多様な働き方のロ
ールモデルを見える化することにより次世代育成
につなげることが重要であると考える。
女性は，妊娠，出産，育児などのライフイベン

トにより仕事の制約を受けることが多いが，多く
のロールモデルが仕事とライフイベントのバラン
スをとって働き続ける姿は，生産性向上の具体例
として現場の働き方改革のヒントになる。前述の
妊娠中の女性監理技術者の働き方は，ICT 技術
を駆使した現場の生産性向上策の好事例でもある。

4.　現行法規制の見直し

前述のとおり，平成 18（2007）年の労働基準
法改正により，現場監督など女性技術者の坑内労
働規制は緩和されたが，女性技能者は禁止された
ままである。日本トンネル専門工事業協会や日本
コンクリート工学会等の調査 2）によれば，鉄筋工
やコンクリート圧送工などの職種において地上と
同様の作業が想定されていたものの，女性の坑内
労働規制によりトンネル坑内の工事に従事できな
かった事例が報告されている。

土木学会，日建連，日本トンネル専門工事業協
会の 3 団体は平成 31（2019）年 1 月に坑内労働
検討合同ワーキングを設置し，女性技能者の坑内
労働規制緩和の早期実現を目指した検討を行っ
た。5月に公開討論会を開催し，労働法に関する
専門家のアドバイスのもと，トンネル工事の労働
安全の課題に慎重に配慮しつつ，法改正に向けた
具体的な取り組みを促進することとなった。
今後は，建設産業女性活躍推進ネットワーク等
との連携により，対象となる労働者である女性技
能者の意識を高め，建設業界の規制緩和早期実現
の機運を醸成していく必要があると考える。ま
た，女性技能者の坑内労働規制緩和のためには，
トンネル工事の労働安全が他産業に比べて遜色な
く確保されているという視点も求められることか
ら，坑内労働環境に関する現行法規制の検討も並
行して行う必要がある。

5.　現場環境の改善

国土交通省は，将来の担い手確保の観点等から，
建設現場において男女ともに働きやすい環境とす
るため，快適トイレ 6）の原則化（平成 28（2016）
年 10 月より）や現場事務所の快適化（女性専用
更衣室の設置，平成 29（2017）年 4 月より）等
の費用計上を実施している。
日建連では，平成 22（2010）年に快適職場認
定制度を創設，平成 26（2014）年に「けんせつ
小町」が働きやすい現場環境整備マニュアルおよ
びチェックリストを公表した。平成 30（2018）
年の改訂で快適トイレ標準仕様を推奨している。
東京外環プロジェクト女性技術者の会では，簡
易水洗（汲み取り式）の臭い低減および防虫対策
を検討するために現場で実証実験を行い，官能検
査による定量評価方法の有効性や臭い低減および
防虫対策時には，利用者の性別やトイレの使用頻
度等に応じて，推奨すべき薬剤に違いがあること
などの留意事項等をまとめた 7）。これにより，現
場設備を検討する際には，女性専用の設備のみで
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はなく，男女ともに改善検討を行う必要があるこ
とを明らかにした。

6.　‌�おわりに 〜「弥栄の心」を持った‌
次世代の育成〜

ここでは，主として会の取り組みを中心に女性
活躍推進の活動が現場全体の働き方改革につなが
る事例をいくつか紹介した。多くの女性が経験す
る制約のある働き方と，それを乗り越えるための
知恵や工夫が働き方改革のヒントになり，一方で
は，働き方改革の取り組みにより女性の働き方の
選択肢が増え，就業継続・キャリアアップを可能
にする，という関係にある。
取り上げたのは，いずれも女性ネットワークで

「見える化」が図られた，働きたいという意欲に
あふれた女性による事例である。女性ネットワー
ク構築の目的は，意欲のある女性，すなわち「弥

いや

栄
さか

の心」8）を持った女性を発見するためであると
考えている。
筆者は，働き方改革に取り組む上で，「弥栄の

心」を動かすことが重要だと考える。土木技術者
を例に「弥栄の心」を表現すると，もっと大きな
ものを造ってみたい，人の役に立つものを造って
みたい，大勢の人の命を守る構造物を造りたい，
となるだろう。前向きに素直な心で向き合ってこ
そ次世代につながる働き方改革ができると考える。
「弥栄の心」を持った女性技術者・女性技能者
のネットワークをつくり，「弥栄の心」を持った
次世代を育成するのが夢である。
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